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第13回徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催結果について

以下のとおり，第13回徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたしまし
たので，お知らせいたします。

1 日 時：令和 2年 5月 4日（月）19：00～ 19：30
2 場 所：県庁 3階 特別会議室
3 出席者：知事，副知事，政策監，政策監補，県警察本部長，各部局長など計 19名
4 協議概要：○政府「緊急事態宣言」「基本的対処方針」の変更について

○「徳島県対処方針」の変更について

■危機管理環境部から報告
○政府「緊急事態宣言」「基本的対処方針の変更」について
○「専門家会議の現状分析・提言」について
○「徳島県対処方針」変更について
○「県外車両流入調査結果等」について
・ パチンコ店の「県外客お断り」実施状況について説明。

○「空港における検温の実施」について
○「県有施設の休館期間」について

■教育委員会から報告
○「学校休業」について

■保健福祉部から報告
○「PCR検査体制」について
・ ドライブスルー方式を採用した新型コロナ臨時外来を5月２日（土）に設置し、
本日までの3日間で 18件の PCR検査を実施済。

■警察本部から報告
○「運転免許センターの窓口業務」について
・ 運転免許更新等の窓口を5月 10日（日）から再開する。

■知事から次のとおり指示
○「県有施設の休館期間の緩和」について
・ 県有施設について、県内の方が利用し、感染防止策が徹底されることを前提に、

５月７日（木）、８日（金）を準備期間とし、9日（土）から順次再開する。
・ 施設利用の際には、県外客お断りのため、住所の確認を行う。
・ 市町村にも同様の対応を求めていく。

○「緊急事態宣言の延長を踏まえた学校の対応」について
・ 県立学校における一斉臨時休業を 5月 31日（日）まで延長する。
・ ただし、緊急事態宣言が早期に解除された場合は、臨時休業期間の短縮を行う。
・ ５月２１日（木）、２２日（金）を登校日として設け、仮に緊急事態宣言が解除され
た場合は、両日を再開準備期間とする。

・ 臨時休業期間における、「家庭内学習支援」及び「心のケア」のため、
「家庭学習応援動画の放送」及び「LINEを活用した相談事業の期間拡大」を行う。

○「県民の皆様へのお願い」について
・ 政府の専門家会議で示された、新たな生活様式の実践をお願いしたい。
・ 医療従事者、患者やその家族、及び県外の方々への嫌がらせや差別的な言動を
慎むようお願いしたい。

以 上
※資料については「安心とくしまホームページ」へ掲載いたします。


